
武⼒攻撃事態等における国⺠の保護のための措置に関する法律（国⺠保護法）（平成16年法律第112号）
救援の実施（法第75条第1項）に関する概要
※国⺠保護法は、内閣官房が所管し平成16年6月成立、同年9月施⾏、避難住⺠等の救援の実施について平成25年度厚生労働省から内閣府に移管。
※国⺠保護法（平成16年法律第112号。以下「法」という。） 国⺠保護法施⾏令（平成16年政令第275号。以下「令」という。）

○ 武⼒攻撃事態等において、国⺠の⽣命、⾝体及び財産の保護を図ることを目的とする。
○ 武⼒攻撃事態等において、国⺠を保護するため、「住⺠の避難」、「避難住⺠等の救援」、「武力攻撃災害への対処等」
について、その具体的内容が定められている。

○ 緊急対処事態（テロ等）においても武⼒攻撃事態等における国⺠保護措置に準じた措置を実施することとされている。

１．国⺠保護法の目的

住

⺠

市町村都道府県国
・警報の伝達
・避難の指示の伝達
・避難住⺠の誘導
（消防等を指揮、警察・自衛
隊等に誘導を要請） 等

・警報の市町村への通知
・避難の指示
（避難経路、交通手段等）

等

・警報の発令
・避難措置の指示
（要避難地域、避難地域
等）

等

・救援の実施
（事務委任可）
（実施主体の補助） 等

・救援の実施
（救援の実施主体）

等
・救援の指示

等

・消防

・応急措置の実施、
警戒区域の設定・退避の
指示

・生活関連等施設の安全確
保

等

・武⼒攻撃災害の防御に関
する指示

・応急措置の実施、
警戒区域の設定・退避の
指示

・緊急通報の発令
・生活関連等施設の安全確
保

等

・武⼒攻撃災害への対処の
指示

・大規模又は特殊な武⼒攻
撃災害（NBC攻撃等）へ
の対処

・生活関連等施設の安全確
保

等

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

指定公共機関・ ・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協⼒、
指定地方公共機関との連携： ・運送事業者による住⺠・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給

住⺠の
避難

避難住⺠
等の救援

武⼒攻撃
災害への
対処等

２．国⺠保護法に関する措置の仕組み
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５．救援の種類
⑾ 武⼒攻撃災害を受けた住宅の応急修理⑹ 医療の提供・助産⑴ 収容施設（避難所）の供与

⑿ 学用品の給与⑺ 被災者の捜索及び救出⑵ ⻑期避難住宅、応急仮設住宅の供与

⒀ 死体の捜索・処理⑻ 埋葬及び火葬⑶ 炊き出しその他による食品の給与

⒁ 武⼒攻撃災害によって住居又はその周
辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活
に著しい支障を及ぼしているものの除去

⑼ 電話その他通信設備の提供⑷ 飲料水の供給

⑽ 福祉サービスの提供⑸ 被服、寝具その他生活必需品の給貸与

○一般基準：救援の程度及び方法の基準（※）は、災害救助法の一般基準を勘案して、あらかじめ内閣総理大臣が
定める。（※令第10条第1項及び第2項、平成25年内閣府告示第229号第１条第１項）

○特別基準：一般基準では救援の適切な実施が困難な場合には、内閣総理大臣が特別基準（※）を定める。
（※平成25年内閣府告示第229号第１条第２項）

３．救援の概要
○ 対策本部⻑は、住⺠の避難が必要であると認めるとき、武力攻撃災害が発⽣したときは、当該被災者が発⽣した地域及び
避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに救援に関する措置を講ずるべきことを指示するものとする。

(法第74条第１項及び第２項)
○ 当該被災者が発⽣した地域の都道府県知事は、「救援の指示」を受けたときは、当該都道府県の区域内に在る避難住⺠等
で避難を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、必要な救援を行わなければならない。(法第75条第１項)

４．救援の実施主体
○ 当該被災者が発生した地域の都道府県知事：救援の実施主体（法第75条第１項）
○ 市町村（特別区を含む）：救援の実施に関する事務の一部を市町村⻑が行うこととすることができる。（法第76条第１項）

都道府県知事が行う救援を補助することができる。（法第76条第２項）
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９．国庫負担等
○ 避難住⺠等の救援に関する措置に要する費⽤はその実施について責任を有する都道府県等が支弁（全額国庫負担＜内閣府＞）

（法第164条）
○ ただし、以下に掲げる費用は地方公共団体が負担（法第168条）
・地方公共団体の職員の給与及び扶養手当その他政令で定める手当（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百
四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、へき地手当、管理職手当、
期末・勤勉手当、寒冷地手当、退職手当等）（令第48条）

・地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費⽤で政令で定めるもの（消耗品費、通信費その他の費用（国⺠の
保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要になったものを除く）（令第49条）

・地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費⽤で政令で定めるもの（具体的には、施設管理のために通常
必要とされる人件費、用度品費、高熱水料、通信費、補修・修繕に要する費用や施設に係る賦課金）（令第50条）

８．日本赤十字社による措置
○ 日本赤十字社は都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。（法第77条第１項）
○ 日本赤十字社に救援に関し地方公共団体以外の団体又は協⼒についての連絡調整を⾏わせることができる。(法第77条第２項)
○ 都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。 （法第77条第３項）
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７．救援事務費

○ 救援の事務を⾏うのに必要な費用として、救援の事務を行うのに要した経費及び当該経費の精算の事務を行うのに要した
経費について、時間外勤務手当、旅費、需用費、委託費等の費用を支出することができる。

６．輸送費及び賃金職員等雇上費
○ 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として、以下の範囲については当該地域における通常の実費を支給することが

できる。
・避難住⺠等の避難所間の移動に係る支援
・炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
・医療の提供及び助産
・被災者の捜索及び救出

・福祉サービスの提供
・死体の捜索及び処理
・救済用物資の整理配分



一般基準救援の概要救援項目条項

（基本額）
避難所設置費 1人1日当たり370円以内
福祉避難所を設置した場合は、当該地域
において当該特別配慮のために必要な通
常の実費を加算することができる

○ 避難住⺠又は武⼒攻撃災害により現に被害を受け、若しくは受けるおそれのある者を収容するもの
であること。

○ 避難所での避難生活が⻑期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の
配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができること。
※ 避難所の供与期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで

避難所の供与２条

【⻑期避難住宅（建設型）】
１⼾当たり平均 7,259,000円以内

○ 収容する期間が⻑期にわたる場合又は⻑期にわたるおそれがある場合には、⻑期避難住宅を供与し、
これに収容することができること。

○ ⻑期避難住宅の供与に代えて、賃貸住宅等の居室の借上げを実施し、これらに収容することができる
こと。
※ ⻑期避難住宅の供与期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで

（建築基準法第85条第１項、第３項〜第５項に定める期間）

⻑期避難住宅の供
与２条

【応急仮設住宅（建設型）】
１⼾当たり平均 7,259,000円以内

避難の指示が解除された後又は武⼒攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武⼒攻撃
災害により住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資⼒では住家を得るこ
とができないもの。

※ 応急仮設住宅の供与期間は、建築基準法第85条第１項、第３項〜第５項に定める期間
応急仮設住宅の供
与２条

１人１日（３食）当たり 1,480円以内
〇 避難所に収容された者。
〇 避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により住家に被害を受けたことにより現に炊事のできない
者。
※ 給与期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで

炊き出しその他に
よる食品の給与３条

当該地域における通常の実費避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により現に飲料水を得ることができない者。
※ 給与期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで飲料水の供給３条

夏季（４月〜９月）単価は下表
冬季（10月〜３月）単価は下表

○ 避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失
又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者。

○ 避難の指示が⻑期にわたって解除されない場合又は武⼒攻撃災害が⻑期にわたって継続している場合
は、必要に応じ前号に掲げる額の範囲内で再び実施することができる。

被服、寝具その他
生活必需品の給
与・貸与

４条

１０．武力攻撃事態等における国⺠の保護のための措置に関する法律による救援の程度、方法の基準
（平成25年10月内閣府告示第229号）
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一般基準救援の概要救援項目条項

【医療】
・救護班・・・使用した薬剤、治療材料、
医療器具破損の実費
・病院又は診療所・・・国⺠健康保険の
診療報酬の額以内
・施術所・・・協定料金の額以内

【助産】
・救護班等による場合は、使用した衛生
材料の実費
・助産師による場合は、慣⾏料金の100
分の80以内の額

避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により、医療の途を失った者又は助産の途を失った者。
※ 提供期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで医療の提供・助産５条

当該地域における実費
避難の指示が解除された後又は武⼒攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがない場合、武⼒攻撃災害
により、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にあるものを捜索し、又は救出
するもの。

※ 被災者の捜索及び救出は、最も緊急を要するものであり、可能な限り速やかに実施

被災者の捜索及び
救出６条

１体当たり
大人（12歳以上）239,400円以内
小人（12歳未満）191,500円以内

避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを⾏う
こと。埋葬及び火葬７条

当該地域における実費
〇 避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により、通信手段を失った者に対して⾏うこと。
〇 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を避難所に設置し、避
難住⺠又は武⼒攻撃災害により通信手段をうしなった者に利用させること。
※ 提供期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで

電話その他の通信
設備の提供８条

当該地域における実費避難住⺠等のうち、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者（以下「武⼒
攻撃災害時要配慮者」という。）に対して、応急的に処置するもの。

福祉サービスの提
供９条

1人を増す
ごとの額５人世帯４人世帯３人世帯２人世帯１人世帯世帯数

8,800円60,300円47,600円39,900円26,900円20,900円夏期

12,700円92,100円73,100円62,500円44,800円34,700円冬期
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一般基準救援の概要救援項目条項

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最
小限度の部分１世帯当たり
①半壊（半焼）以上世帯 757,000円以内
②準半壊世帯 367,000円以内

避難の指示が解除された後若しくは武⼒攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武⼒
攻撃災害により住家が準半壊以上の損傷を受け、自らの資⼒では応急修理をすることができない者又は大
規模な補修を⾏わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者。

武⼒攻撃災害を
受けた住宅の応急
修理

10条

①教科書及び教科書以外の教材で教育委
員会に届出又はその承認を受けて使用し
ている教材、又は正規の授業で使用して
いる教材実費
②文房具及び通学用品は、１人当たり次
の金額以内
小学校児童 5,800円
中学校生徒 6,100円
高等学校等生徒 6,600円

避難の指示に基づく避難又は武⼒攻撃災害により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児
童、中学生生徒及び高等学校生徒。学用品の給与11条

【死体の捜索】
当該地域における実費

【死体の処理】
（洗浄、消毒等）１体当たり3,800円以内
（一時保存）
〇既存建物借上費：通常の実費
〇既存建物以外借上費：１体当たり6,100
円以内
救護班における検案以外は慣⾏料金

避難の指示が解除された後又は武⼒攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武⼒攻撃
災害により現に⾏方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者。

死体の捜索及び
処理12条

市町村内において障害物の除去を⾏った
１世帯当たりの平均148,600円以内

半壊した住家であって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、一時的に居住できない状態にあり、
自⼒では当該障害物を除去できない場合に実施するもの。

武⼒攻撃災害に
よって住居又はそ
の周辺に運ばれた
土石、竹木等で、
日常生活に著しい
支障を及ぼしてい
るものの除去

13条

当該地域における通常の実費必要に応じて、救援のための輸送や賃金職員等雇上を⾏うことができる。
※ 輸送及び雇上期間は、避難の指示があった日から内閣総理大臣が定める日まで

救援のための輸送
及び賃金職員等雇
上費

14条
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一般基準救援の概要救援項目条項

3,000万円以下 10/100
3,000万円超6,000万円以下 9/100
6,000万円超１億円以下 8/100
1億円超2億円以下 7/100
2億円超3億円以下 6/100
3億円超5億円以下 5/100
5億円超 4/100

救援の事務を⾏うのに要した経費（救援の実施期間内のものに限る。）
及び救援に関する措置に要する費用の精算の事務を⾏うのに要した経費。
○時間外勤務手当
○賃金職員等雇上費
○旅費
○需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、及び修繕料）
○使用料及び賃借料
○通信運搬費
○委託費

救援事務費15条
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